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「徴収事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針） 

 

 

 標題のことについては、平成 25年４月１日付徴徴２－13ほか 16課共同「徴収事

務提要の制定について」（事務運営指針）の一部を下記のとおり改正したから、これ

により、適切に処理されたい。 

 なお、国税通則法第９条の２の改正については、平成 29年１月１日以後に行われ

る合併等について適用される。 

また、国税徴収法第 38 条の改正については、平成 29 年１月１日以後に滞納とな

った国税（同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの（以下「特定国

税」という。）を除く。）について適用され、同日前に滞納となった国税（特定国税を

含む。）については、従前の取扱いによる。 

 

 

（趣旨） 

 平成 28 年度の税制改正により国税通則法及び国税徴収法が改正されたことに伴

い、第二次納税義務等に関する事務の取扱いについて定めるほか、所要の改正を行

うものである。 

 

記 

 

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。 

  



別紙１ 
新 旧 対 照 表                            

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

- 1 - 

改  正  後  改  正  前  

別冊１「徴収事務提要（事務手続編）」 

 

凡   例 

（省略） 

１ （省略） 

 

２ 通達等 

  略称・略語 意    義 

に 二次義務提要 平成 29年３月３日付徴徴６-９ほか１課共同「第二次

納税義務関係事務提要の制定について」（事務運営指

針） 

 

３・４ （省略） 

 

５ その他 

  略称・略語 意    義 

れ （省略） （省略） 

連帯納付義務者 通則法第９条《共有物等に係る国税の連帯納付義

務》、通則法第９条の２《法人の合併等の無効判決

に係る連帯納付義務》、徴収法第 33 条《無限責任

社員の第二次納税義務》、印紙税法第３条第２項《納

税義務者》、自動車重量税法第４条《納税義務者》、

登録免許税法第３条《納税義務者》の規定により連

帯納付義務を負う者 

連帯納付責任者 相続税法第 34 条《連帯納付の義務等》、地価税法

第 29 条《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付

別冊１「徴収事務提要（事務手続編）」 

 

凡   例 

（同左） 

１ （同左） 

 

２ 通達等 

  略称・略語 意    義 

に 二次義務提要 昭和 52年６月７日付徴徴２-９ほか６課共同「第二次

納税義務関係事務提要の制定について」（法令解釈通

達） 

 

３・４ （同左） 

 

５ その他  

  略称・略語 意    義 

れ （同左） （同左） 

（新設） （新設） 

 

 

 

 

 

 

連帯納付責任者 相続税法第 34 条《連帯納付の義務等》、地価税法

第 29 条《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付
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改  正  後  改  正  前  

義務》、通則法第９条の３《法人の分割に係る連帯

納付の責任》、法人税法第 81 条の 28《連結子法人

の連帯納付の責任》、第 152 条《受託者の連帯納付

の責任》及び消費税法第 15 条第 13 項《法人課税信

託の受託者に関するこの法律の適用》の規定により

連帯納付責任を負う者 

（省略） （省略） 

 

６ （省略） 

 

 

第１編 総則 

第２章 通則 

第２節 滞納等の定義 

（省略） 

第４ 滞納者等の定義 

１ 納税者 

   （省略） 

⑴ （省略） 

⑵ 相続税法第 34条《連帯納付責任》、通則法第９条の３《法人の分割に係る連帯納

付の責任》、法人税法第 81条の 28第１項《連結子法人の連帯納付の責任》、通則法

第９条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》、同法第９条の２《法人の合併等の

無効判決に係る連帯納付義務》、印紙税法第３条第２項《納税義務者》等の規定に

より連帯納付の責任又は義務を負う者（第３編第 11章第 102《連帯納付責任》、第

103《連帯納付義務》参照） 

⑶～⑽ （省略） 

 

 

義務》、通則法第９条の２《法人の分割に係る連帯

納付の責任》、法人税法第 81 条の 28《連結子法人

の連帯納付の責任》、第 152 条《受託者の連帯納付

の責任》及び消費税法第 15 条第 13 項《法人課税信

託の受託者に関するこの法律の適用》の規定により

連帯納付責任を負う者 

（同左） （同左） 

 

６ （同左） 

 

 

第１編 総則 

第２章 通則 

第２節 滞納等の定義 

（同左） 

第４ 滞納者等の定義 

１ 納税者 

   （同左） 

⑴ （同左） 

⑵ 相続税法第 34条《連帯納付責任》、通則法第９条の２《法人の分割に係る連帯納

付の責任》、法人税法第 81条の 28第１項《連結子法人の連帯納付の責任》、通則法

第９条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》、印紙税法第３条第２項《納税義務

者》等の規定により連帯納付の責任又は義務を負う者（第３編第 11 章第 102《連

帯納付責任》、第 103《連帯納付義務》参照） 

 

⑶～⑽ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

第３編 徴収事務 

第 11章 納税義務の拡張等 

（省略） 

第 100 第二次納税義務の賦課 

 （省略） 

１ （省略） 

 

２ 第二次納税義務者に対する滞納処分等 

   第二次納税義務者に対し「納付催告書」を発した日から起算して 10 日を経過した

日までに徴収しようとする国税が完納とならないときは、第二次納税義務者の財産に

つき滞納処分を執行することができる。 

   第二次納税義務者に対する滞納処分等の手続については、本編第５章《所在・財産

調査》から第８章《差押財産の取立て及び換価》までに定めるところに準じて処理す

るほか、次に掲げる事項に留意する。 

  （注）１ 徴収法第 36 条第１号及び第２号、第 37 条並びに第 41 条第１項に規定す

る第二次納税義務者に対する滞納処分は、原則として、当該第二次納税義務

の追及の起因となった財産以外の財産についてはすることができないこと

に留意する（徴基通第 32条関係 16）。 

     ２ （省略） 

  ⑴～⑶ （省略） 

 

第102 連帯納付責任 

連帯納付責任には、相続税法第 34 条《連帯納付の義務等》、地価税法第 29 条《土地等

の贈与等を受けた場合の連帯納付義務》、通則法第９条の３《法人の分割に係る連帯納付

の責任》、法人税法第 81条の 28《連結子法人の連帯納付の責任》、第 152条《受託者の連

帯納付の責任》及び消費税法第 15条第 13項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の

適用》の規定によるものがある。 

１・２ （省略） 

第３編 徴収事務 

第 11章 納税義務の拡張等 

（同左） 

第 100 第二次納税義務の賦課 

 （同左） 

１ （同左） 

 

２ 第二次納税義務者に対する滞納処分等 

   第二次納税義務者に対し「納付催告書」を発した日から起算して 10 日を経過した

日までに徴収しようとする国税が完納とならないときは、第二次納税義務者の財産に

つき滞納処分を執行することができる。 

   第二次納税義務者に対する滞納処分等の手続については、本編第５章《所在・財産

調査》から第８章《差押財産の取立て及び換価》に定めるところに準じて処理するほ

か、次に掲げる事項に留意する。 

  （注）１ 徴収法第 36条第１項、同法第 37条、同法第 38条及び同法第 41条第１項

に規定する第二次納税義務者に対する滞納処分は、原則として、当該第二次

納税義務の追及の起因となった財産以外の財産についてはすることができ

ないことに留意する（徴基通第 32条関係 16）。 

     ２ （同左） 

  ⑴～⑶ （同左） 

 

第102 連帯納付責任 

連帯納付責任には、相続税法第 34 条《連帯納付の義務等》、地価税法第 29 条《土地等

の贈与等を受けた場合の連帯納付義務》、通則法第９条の２《法人の分割に係る連帯納付

の責任》、法人税法第 81 条の 28《連結子法人の連帯納付の責任》、第 152 条《受託者の連

帯納付の責任》及び消費税法第 15条第 13項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の

適用》の規定によるものがある。 

１・２ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

 

３ 法人の分割による連帯納付責任 

分割法人から事業を承継した法人（以下「承継法人」という。）は、分割法人の分

割前の国税について、承継した財産の価額を限度として連帯納付責任を負う（通則法

第９条の３）。 

承継法人に対し連帯納付責任を追及する場合は、次に掲げる事項に留意する。 

 

 

  ⑴～⑷ （省略） 

  ⑸ 滞納処分等 

連帯納付責任者（承継法人）に対する滞納処分等の手続については、本編第５章

《所在・財産調査》から第８章《差押財産の取立て及び換価》までに準じて処理す

る。 

なお、連帯納付責任者（承継法人）に対する滞納処分等については、徴収システ

ムにおける決議情報の入力及び「差押調書」等の作成ができないことから、徴収シ

ステムの「滞納整理事績記事（連帯等納税義務者）」画面において各処分等の事績

を入力して起案するとともに、「差押調書」等は、手書き又は「様式ファイルダウ

ンロード」画面にある様式を活用して作成する必要があることに留意する。 

おって、連帯納付責任者（承継法人）に係る「差押調書」等には、次に掲げる事

項を適宜の箇所に記載するものとする。 

①・② （省略） 

③ 分割前の国税につき通則法第９条の３の規定により本来の納税義務者（分割法

人）と連帯して納付すべきものである旨 

④ （省略） 

 

第103 連帯納付義務 

⑴ 国税に関する法律の規定による連帯納付義務 

国税に関する法律の規定による連帯納付義務（通則法第８条）は、民法の連帯債

 

３ 法人の分割による連帯納付責任 

分割法人から営業を承継した法人（以下「承継法人」という。）は、分割法人の分

割前の国税について、承継した財産の価額を限度として連帯納付責任を負う（通則法

第９条の２）。 

承継法人に対し連帯納付責任を追及する場合は、平成 13年８月 23日付徴徴４-５

ほか１課共同「国税通則法第９条の２の規定による連帯納付責任について」（法令解

釈通達）によるほか、次に掲げる事項に留意する。 

  ⑴～⑷ （同左） 

⑸ 滞納処分等 

連帯納付責任者（承継法人）に対する滞納処分等の手続については、本編第５章

《所在・財産調査》から第８章《差押財産の取立て及び換価》に準じて処理する。 

 

なお、連帯納付責任者（承継法人）に対する滞納処分等については、徴収システ

ムにおける決議情報の入力及び「差押調書」等の作成ができないことから、徴収シ

ステムの「滞納整理事績記事（連帯等納税義務者）」画面において各処分等の事績

を入力して起案するとともに、「差押調書」等は、手書き又は「様式ファイルダウ

ンロード」画面にある様式を活用して作成する必要があることに留意する。 

おって、連帯納付責任者（承継法人）に係る「差押調書」等には、次に掲げる事

項を適宜の箇所に記載するものとする。 

①・② （同左） 

③ 分割前の国税につき通則法第９条の２の規定により本来の納税義務者（分割法

人）と連帯して納付すべきものである旨 

④ （同左） 

 

第103 連帯納付義務 

⑴ 国税に関する法律の規定による連帯納付義務 

国税に関する法律の規定による連帯納付義務（通則法第８条）は、民法の連帯債
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改  正  後  改  正  前  

務に関する規定を準用しており、具体的には、次に掲げるものなどがある。 

① （省略） 

② 法人の合併等の無効判決に係る当該合併等の日以後に納税義務の成立した国税

の連帯納付義務（通則法第９条の２） 

 （注） 上記の連帯納付義務を追及する場合における「差押調書」又は「滞納税

金目録」等に係る滞納国税の法定納期限等は、別表 19に掲げる法定納期限

等の日を記載することに留意する。 

③ （省略） 

④ （省略） 

⑤ 自動車検査証の交付等を受ける者等が２人以上ある場合の自動車重量税の連帯

納付義務（自動車重量税法第４条） 

⑥ 登記等を受ける者が２人以上ある場合の登録免許税の連帯納付義務（登録免許

税法第３条） 

⑵ （省略） 

 ⑶ 連帯納付義務額の確定等の手続を要する連帯納付義務の追及手続 

   上記⑴④から⑥までに掲げる連帯納付義務額の確定等の手続を要する連帯納付義

務の追及は次のとおり行う。 

  イ・ロ （省略） 

 

別表 19 法定納期限等の補正等が必要な滞納口座 

 滞納口座 法定納期限等の日 

５ 保証人及び第二次納税義務者

として納付すべき国税に係る

滞納口座 

納付通知書を発した日（徴収法 15①十一） 

６ （省略） （省略） 

７ 連帯納付責任等に係る滞納口

座 

 

 （省略） （省略） 

務に関する規定を準用しており、具体的には、次に掲げるものなどがある。    

① （同左） 

（新設） 

 

 

 

 

② （同左） 

③ （同左） 

④ 自動車検査証の交付等を受ける者等が二人以上ある場合の自動車重量税の連帯

納付義務（自動車重量税法第４条） 

⑤ 登記等を受ける者が二人以上ある場合の登録免許税の連帯納付義務（登録免許

税法第３条第２項） 

⑵ （同左） 

 ⑶ 連帯納付義務額の確定等の手続を要する連帯納付義務の追及手続 

   上記⑴③から⑤に掲げる連帯納付義務額の確定等の手続を要する連帯納付義務の

追及は次のとおり行う。 

  イ・ロ （同左） 

 

別表 19 法定納期限等の補正等が必要な滞納口座 

 滞納口座 法定納期限等の日 

５ 保証人及び第二次納税義務者

として納付すべき国税に係る

滞納口座 

納付通知書を発した日（徴収法 15①十） 

６ （同左） （同左） 

７ 連帯納税責任に係る滞納口座 

 

 

 （同左） （同左） 
一 一
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改  正  後  改  正  前  

法人の分割による連帯納付

責任 

①承継した財産（以下「承継財産」という。）

から徴収する場合 

本来の納税義務者に係る国税の法定納

期限 

（注） 滞納口座が分割により事業を承継した

法人（以下「分割承継法人」という。）

の固有の国税である場合は、「差押調書」

等に分割承継法人の固有の国税に係る

法定納期限等が表示されるので、承継財

産から徴収する場合には、法定納期限等

を分割があった日に補正する必要があ

る（徴収法 15①十前段）。 

②分割承継法人の固有の財産から徴収す

る場合 

分割があった日（徴収法 15①十後段) 

なお、分割をした法人が複数ある場合

は、他の分割した法人の固有の財産から徴

収する場合についても同様。 

（省略） （省略） 

法人の分割の無効判決が確

定した場合の連帯納付義務

に係る滞納口座 

①分割を無効とする判決の確定により分

割をした法人に属することとなった財産

から徴収する場合 

 本来の納税義務者に係る国税の法定納

期限 

 （注） 滞納口座が分割をした法人の固有の

国税である場合は、「差押調書」等に

分割をした法人の固有の国税に係る

法定納期限等が表示されるので、分

法人の分割による連帯納付

責任 

①承継した財産（以下「承継財産」という。）

から徴収する場合 

本来の納税義務者に係る国税の法定納

期限 

（注） 滞納口座が分割により事業を承継した

法人（以下「分割承継法人」という。）

の固有の国税である場合は、「差押調書」

等に分割承継法人の固有の国税に係る

法定納期限等が表示されるので、承継財

産から徴収する場合には、法定納期限等

を分割があった日に補正する必要があ

る（徴収法 15①九前段）。 

②分割承継法人の固有の財産から徴収す

る場合 

分割があった日（徴収法 15①九後段) 

なお、分割をした法人が複数ある場合

は、他の分割した法人の固有の財産から徴

収する場合についても同様。 

（同左） （同左） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

割を無効とする判決の確定により分

割をした法人に属することとなった

財産から徴収する場合には、法定納

期限等を分割の無効判決が確定した

日に補正する必要がある（徴収法 15

①九前段） 

②分割をした法人の固有の財産から徴収

する場合 

 分割の無効判決が確定した日（徴収法

15①九後段) 

 

８ （省略） （省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ （同左） （同左） 
 

 



別紙２ 
新 旧 対 照 表 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 
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改  正  後  改  正  前  

別冊２ 「徴収事務提要（様式編）」 

 

            311000-007 納付通知決議書 

            311000-008 納付通知書（第二次納税義務者用） 

            311000-009 第二次納税義務者の通知（税務署長への通知用） 

            311000-010 納付通知書を発した旨の通知書（滞納者用） 

【調理要領】 

「納付通知書」（第二次納税義務者用） 

１ （省略） 

 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 「上記納税者の滞納国税及び滞納処分費につきあなたが第二次納税義務者として

納付すべき金額」欄は、次により記載する。 

イ （省略） 

ロ 徴収法第 34条、第 35条、第 36条第３号、第 38条、第 39条又は第 41条第２

項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○円を限度として上記滞納国税

等の全額」と記載する。 

ハ 徴収法第 36条第１号若しくは第２号、第 37条又は第 41条第１項の規定によ

る第二次納税義務の場合には、「○○（取得財産を含む。）を限度として上記滞

納国税等の全額」と記載する。 

（注） （省略） 

⑶～⑺ （省略） 

 

 

 

別冊２ 「徴収事務提要（様式編）」 

 

            311000-007 納付通知決議書 

            311000-008 納付通知書（第二次納税義務者用） 

            311000-009 第二次納税義務者の通知（税務署長への通知用） 

            311000-010 納付通知書を発した旨の通知書（滞納者用） 

【調理要領】 

「納付通知書」（第二次納税義務者用） 

１ （同左） 

 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「上記納税者の滞納国税及び滞納処分費につきあなたが第二次納税義務者として

納付すべき金額」欄は、次により記載する。 

イ （同左） 

ロ 徴収法第 34条、同法第 35条、同法第 36条第３号、同法第 39条又は同法第

41条第２項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○円を限度として上記

滞納国税等の全額」と記載する。 

ハ 徴収法第 36条第１号、同条第２号、同法第 37条、同法第 38条又は同法第 41

条第１項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○（取得財産を含む。）

を限度として上記滞納国税等の全額」と記載する。 

（注） （同左） 

⑶～⑺ （同左） 

 

 

 



 

- 9 - 

改  正  後  改  正  前  

311000-011 第二次納税義務調査検討表 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311000-011 第二次納税義務調査検討表 

【様式】 
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  
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             311000-032 納付催告決議書 

             311000-033 納付催告書 

【調理要領】 

１ （省略） 

 

２ 調理要領 

⑴～⑶ （省略） 

⑷ 金額欄は、次により記載する。 

 イ （省略） 

ロ 徴収法第 34 条、第 35 条、第 36 条第３号、第 38 条、第 39 条又は第 41 条

第２項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○円を限度として主たる

納税者の滞納国税等の全額（△△円と他に法律による延滞税の金額）」と記載

する。 

（注） （省略） 

ハ 徴収法第 36 条第１号若しくは第２号、第 37 条又は第 41 条第１項の規定に

よる第二次納税義務の場合には、「○○（取得財産を含む。）を限度として主

たる納税者の滞納国税等の全額（△△円と他に法律による延滞税の金額）」と

記載する。 

（注） （省略） 

⑸ 徴収法第 37 条に規定する第二次納税義務の場合には、「当該財産が換価され

るまでに金銭で一時に納付する場合には、納付する時における当該財産の通常

の時価に相当する金額によることとなります。」と下部余白に記載して差し支え

ない。 

⑹・⑺ （省略） 

             311000-032 納付催告決議書 

             311000-033 納付催告書 

【調理要領】 

１ （同左） 

 

２ 調理要領 

⑴～⑶ （同左） 

⑷ 金額欄は、次により記載する。 

イ （同左） 

ロ 徴収法第 34 条、同法第 35 条、同法第 36 条第３号、同法第 39 条又は同法

第 41 条第２項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○円を限度とし

て主たる納税者の滞納国税等の全額（△△円と他に法律による延滞税の金

額）」と記載する。 

（注） （同左） 

ハ 徴収法第 36 条第１号、同条第２号、同法第 37 条、同法第 38 条又は同法第

41 条第１項の規定による第二次納税義務の場合には、「○○（取得財産を含

む。）を限度として主たる納税者の滞納国税等の全額（△△円と他に法律によ

る延滞税の金額）」と記載する。 

（注） （同左） 

⑸ 徴収法第 37 条又は同法第 38 条に規定する第二次納税義務の場合には、「当該

財産が換価されるまでに金銭で一時に納付する場合には、納付する時における

当該財産の通常の時価に相当する金額によることとなります。」と下部余白に記

載して差し支えない。 

⑹・⑺ （同左） 

 


